
国民健康保険の給付いろいろ
　国民健康保険の被保険者は、病院や診療所で保険証を提示すれば、一定割合の自己負担額を支払うだけで診察や治療を受け
ることができます。国民健康保険には、これ以外にもさまざまな給付があります。その主なものをご紹介します。

　
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
支
払
っ
た
医

療
費
か
ら
自
己
負
担
部
分
を
除
い
た
金
額
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

①
保
険
証
を
持
参
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
特
別
の
事
情

で
医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し
た
場
合

②
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
治
療
に
必
要
な
補
装
具
の
費
用

（
医
師
の
意
見
書
が
必
要
で
す
。
）

③
骨
折
や
ね
ん
ざ
な
ど
に
よ
り
接
骨
院
で
治
療
を
受
け

た
と
き

④
治
療
に
必
要
な
マ
ッ
サ
ー
ジ
や
は
り
・
き
ゅ
う
な
ど

の
施
術
を
受
け
た
と
き
（
医
師
の
同
意
書
が
必
要
で

す
。
）

⑤
海
外
渡
航
中
（
渡
航
期
間
一
年
以
内
）
に
治
療
を
受

け
た
と
き

　
現
地
の
医
療
機
関
が
作
成
し
た
診
療
内
容
明
細
書
・

領
収
明
細
書
お
よ
び
領
収
書
等
と
そ
の
翻
訳
等
の
添
付

が
必
要
で
す
。

　
被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
、
出
生
児
一

人
に
つ
き
３
３
万
円
の
一
時
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
（
出
産
育
児
一
時
金
を
直
接
医
療
機
関

に
振
込
む
受
領
委
任
払
制
度
も
あ
り
ま
す
）
。

出
産
前
に
医
療
機
関
に
支
払
う
必
要
が
生
じ

た
と
き
は
、
一
時
金
の
一
部
を
出
産
前
に
貸

付
す
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。
妊
娠
十
二
週
以

上
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
被
保
険
者
が
死
亡
さ
れ
た
と
き
、
葬
祭
を

行
っ
た
人
（
喪
主
）
に
葬
祭
費
と
し
て
５
万

円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
入
院
中
は
一
食
あ
た
り
２
６
０
円
の
標
準

負
担
額
を
被
保
険
者
の
み
な
さ
ま
に
ご
負
担

い
た
だ
き
、
残
り
は
入
院
時
食
事
療
養
費
と

し
て
国
民
健
康
保
険
が
負
担
し
ま
す
。
な

お
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
等
の
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
西
宮
市
で
は
、
被
保
険
者
の
み
な
さ
ま
の

健
康
を
守
る
た
め
人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
満
四
十
歳
以
上
の
保
険
料
を
完

納
し
て
い
る
人
で
、
助
成
は
一
年
度
に
一
回

限
り
で
す
。

　
受
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
中
央
病
院
ま

た
は
健
康
開
発
セ
ン
タ
ー
で
予
約
を
と
り
、

必
ず
受
診
の
二
週
間
前
ま
で
に
は
市
役
所
本

庁
舎
の
国
民
健
康
保
険
窓
口
ま
た
は
各
支
所

で
申
し
込
み
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
四
月
十
日
号
の
市
政
ニ
ュ
ー
ス
で

お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
国
保
財
政
の

健
全
化
を
図
る
た
め
、
平
成
十
八
年
十
月
以

降
の
受
診
分
か
ら
自
己
負
担
額
を
引
き
上
げ

ま
す
。
ご
理
解
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給

葬
祭
費
の
支
給

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

人
間
ド
ッ
ク

国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが670万円を超える世帯に属
する人

現役世代の平均的収入以上の所得のある人（課税所得が年145万円以上の人）とその世帯に属
する人。
ただし、年収が夫婦2人世帯などで621万円未満、単身世帯で484万円未満の人は、届出れば
「一般」区分となります。(平成18年8月より判定基準が変更される予定です。)

属する世帯の世帯主および世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費･控除
（年金所得は控除額を65万円として計算）を差し引いたときに0円となる人　　　　　　　　
　　　＜年収例＞　単身世帯（年金収入のみ）約65万円以下（平成18年8月より年金所得　　
　　　　　　　　の控除額が変更される予定です。）

※２

※３

※４

　
病
気
や
け
が
で
医
療
費
が
高
額
に

な
り
、
一
定
限
度
を
超
え
る
自
己
負

担
額
を
支
払
っ
た
場
合
、
申
請
を
す

れ
ば
そ
れ
を
超
え
た
額
を
支
給
し
ま

す
。
西
宮
市
で
は
、
医
療
機
関
か
ら

送
ら
れ
て
く
る
診
療
報
酬
明
細
書

（
レ
セ
プ
ト
）
を
確
認
し
、
高
額
療

養
費
に
該
当
し
た
人
が
い
る
場
合
、

そ
の
世
帯
主
あ
て
に
通
知
書
を
送
付

し
て
い
ま
す
。
通
知
書
は
診
療
を
受

け
た
月
か
ら
三
～
四
カ
月
後
に
届
き

ま
す
の
で
、
通
知
が
あ
っ
た
ら
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
高
額
な
一
部
負
担
金
の
支

払
が
困
難
な
場
合
、
高
額
療
養
費
支

払
資
金
貸
付
あ
っ
せ
ん
制
度
が
利
用

で
き
ま
す
。

72,300円＋医療費が361,500円を超えた
場合は、その超えた分の１％を加算
（過去12ヶ月以内にＢの自己負担限度
額を超えた支給が4回以上あった場合
は、4回目以降は40,200円）

属する世帯の世帯主および世帯全員が住民税非課税の人

療
養
費
の
支
給

区分 自己負担限度額

一般
72,300円＋医療費が241,000円を超えた場合は、その
超えた分の１％を加算

上位所得者 ※１
139,800円＋医療費が466,000円を超えた場合は、そ
の超えた分の１％を加算

住民税非課税世帯 35,400円

■７０歳未満の人（老人保健で医療を受ける人は除く）

外来（個人単位）Ａ 外来＋入院（世帯単位）Ｂ

一般 1割 12,000円 40,200円

一定以上所得者
※２

2割 40,200円

低所得者Ⅱ ※３ 1割 8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ ※４ 1割 8,000円 15,000円

区分
負担
割合

自己負担限度額

■70歳以上の人（老人保健で医療を受ける人は除く）

※1

高
額
療
養
費

高額療養費の自己負担限度額(月額）

　
納
付
書
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
場
合

は
、
領
収
証
を
お
渡
し
し
ま
す
。
領
収
証
は
保

険
料
を
納
付
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
唯
一
の

書
類
で
す
。
領
収
証
は
、
少
な
く
と
も
２
年
間

は
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
国
民
健
康
保

険
料
は
、
税
金
の
申
告
の
際
に
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
料
の

領
収
証
は
、
確
定
申
告
で
も
納
付
の
証
明
と
し

て
使
え
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
期
限
内
に
納
付
さ
れ
な
か
っ
た

場
合
は
、
た
と
え
納
期
限
後
に
納
付
さ
れ
て

も
、
行
き
違
い
に
よ
り
督
促
状
が
届
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
さ
ら
に
納
付
の
な
い
ま
ま

放
置
す
る
と
、
本
来
の
納
期
月
か
ら
三
ヶ
月
目

に
地
区
担
当
の
職
員
が
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
の
納
期
内
納
付
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
料
は
必
ず
納
期
内
に
納
付
を

領
収
書
は
二
年
間
保
管
し
て
く
だ
さ
い

国
民
健
康
保
険
料
の
　

　 
 
 
 

納
付
に
つ
い
て

口座振替の申込書は市内の金融機関・郵便局にあ
ります。申込手続には、次のものが必要です。
　　　　　①世帯主の認印②保険証
　　　　③金融機関届出印④預貯金通帳

　　「国民健康保険庁」を名乗る団体から、「国民健康保険負担
割合変更のお知らせ」と題した督促状が送られる事件が全国
でおきています。「国民健康保険庁」は、実際には存在せず、
新手の振込め詐欺の手口と思われます。
　　西宮市の国民健康保険料については、他機関へ徴収を委
託していません。不審と思われたらすぐに納付しないで、西宮
市国民健康保険までお問い合わせください。

保険料の納付は便利な口座振替で

「国民健康保険庁」を名乗る
　偽督促状にご注意下さい！

平成１８年（２００６年）６月１０日 （１０）

西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/


